
大和市告示第１１９号 

大和市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２８年５月３１日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部を改正する要綱 

大和市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱（平成２１年大和市告示第８７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中「通信教育については、平成２４年３月３１日までに修業を開始したものに限る。」

を削り、同条第２号中「２年」を「１年」に改め、同条第４号中「支給」の次に「（平成２７

年度以前に修業を開始し、平成２８年４月１日前に支給期間が満了している者であって、継続し

て当該修業を受けているもの（以下「修業継続者」という。）に係る支給を除く。）」を加える。 

第３条第２号を次のように改める。 

(2) 准看護師 

第３条第４号を次のように改める。 

(4) 介護福祉士 

第３条中第６号を第１２号とし、第５号の次に次の６号を加える。 

(6) 理学療法士 

(7) 歯科衛生士 

(8) 美容師 

(9) 社会福祉士 

(10) 製菓衛生師 

(11) 調理師 

第４条第１項中「２４月」を「３６月」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、修業継続者に係る支給期間は、３６月から過去の支給期間を減じた期間を上限とす 

る。 

第１２条第２項中「２年」を「１年」に改める。 

第１３条の見出しを「（委任）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行し、改正後の大和市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱



（以下「新要綱」という。）の規定は、平成２８年４月１日（以下「適用日」という。）から適

用する。 

（経過措置） 

２ 適用日において、適用日前から引き続き改正前の大和市高等職業訓練促進給付金等事業実施要

綱による給付金を受給している者に係る支給期間については、新要綱第４条第１項の規定を適用

する。 


